
Ⅰ 本条例における許可制度の概要

◇ 本条例では、特定事業を行おうとする場合、許可を受ける必要がありますが、許可申請から事業終了まで
の大きな流れを以下に示しました。

１ 許可を受けるまでの流れ
：土砂等（土砂及びこれに混入し、又は吸着した物）に土砂等の埋立て等
よる土地の埋立て、盛土その他の土地へのたい積を行
う行為（※①製品の製造又は加工のための原材料のた

土 砂 等 の 埋 立 て 等 い積、②土壌汚染対策法で許可を受けた汚染土壌処理
を 行 お う と す る 者 施設等における埋立て等は除く）

：土砂等の埋立て等に供する区域の面積が３，０００㎡特定事業
特定事業（一時たい積事 以上である事業

：他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う一時たい積事業
業も含む）にあたるか？ NO 特定事業

YES
本条例の許可不要 ただし、８条、９条は適用となる。

事 業 区 域 に 法 令 等 【検討事項】
の 制 約 は な い か ？ NO ・文化財の有無

・地目等の制約の有無（青地、赤道、水路、農地、山林等）
YES ・土地所有者の承諾（権利者関係の調整含む）

・法令等の制約の有無（○○指定区域、□□保護区域、都市計画
法の用途地域等） etc

関係機関との調整

NO
許 可 制度の適用除外 【適用除外（１０条ただし書き各号）】
とされるものにあた ①国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行うもの
らないか？ ②採石法、砂利採取法等の許認可等を受けた採取場から採取された

土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行うもの
YES ③採石法又は砂利採取法の認可を受けた採取計画に従って行うもの

④土壌汚染対策法の要措置区域、形質変更時要届出区域で行うもの
許可申請手続（１１条） ⑤非常災害のために必要な応急措置として行うもの

⑥通常の管理行為、軽易な行為等で規則で定めるもの※ 事業期間は3年以内

許可基準に適合するか？ 【許可基準（１３条）】
①欠格事項に該当しないこと。NO
（欠格事項：措置命令不服従、許可取消３年未経過、廃掃法欠格事項 等）YES
②10条の2の同意を得ていること。
③事業3年以内に完了するものであること。
④事業の施工を管理できる事務所が設置されること。
⑤完了時のたい積の構造が規則の基準に適合するもの。
⑥場外排水汚染状態測定のために必要な措置が図られているこ
と。
⑦災害発生防止のために必要な措置が図られていること。
（一時たい積事業にあっては上記①～④及び⑥の他、）
・施工時における構造基準適合性
・採取場所ごとに土砂等を区分するために必要な措置（例外あり）

(譲受け)

不 許 可 譲受けの許可許 可
※手続は上記に準じる



２ 特定事業施工時の義務

【全ての許可事業者が行うもの】
①土砂等の搬入の届出（１６条） 採取場所ごと、かつ５，０００ までごとに土砂等発生元証明書‰

及び地質分析結果証明書等を添付
②土砂等管理台帳の作成及び 採取場所ごとに一日当たりの搬入・搬出量等を記載する。

６か月（一時たい積事業は３か月）ごとに当該６か月（３か月）を経過した日から２週間以内（完了時等はその届出時）土砂等の量の報告（１７条）

６か月（一時たい積事業は３か月）ごとに当該６か月（３か月）を経過した日から２週間以内③水質検査等の実施及び結果報告（１８条１項・３項）
④関係書類の縦覧（１９条）
⑤標識の掲示等（２０条）
⑥搬入車両への表示（２０条の２）

【必要に応じて行うもの】

① （１５条） 氏名、住所、土砂等の量等の軽微な変更については届出申請事項の変更許可申請・届出
②休止（２か月以上）の届出（２２条）
③譲受けの許可（２２条の２） 譲受け許可を受けた者が許可事業者の地位を承継
④ 許可事業者の地位の承継があった日から遅滞なく相続に基づく地位承継の届出（２３条）

３ 特 定 事 業 の 終 了

完 了 し た と き 廃 止 し よ う と す る と き 許可の取消しを受けたとき

土壌の汚染及び災害の発生を防止
するために必要な措置 )１５日以内 （２２条１項

廃 止 し た と き

３０日以内

完 了 の 届 出 廃 止 の 届 出土砂等の量の報告（土砂
（２１条１項） （２２条２項）等管理台帳(写)添付）

（１７条）

水質検査及び地質検査の実施 知事の確認後、災害の発生を防止 NO 災害の発生を防止するため
並びに結果報告 するために必要な措置が講じられ に必要な措置を講じたか？（１８条２項・３項）

ていない旨の通知を受けなかった )（２１条３項・２２条５項・２４条２項
か？

土壌の汚染が確認されたか？
NO YES YES NO

YES

措 置 命 令 （ ８ 条 ２ 項 ） 関係書類の保存 ) （２６条） 措置命令（２５条３項）（５年間


